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〜町の新採用職員をご紹介します〜町の新採用職員をご紹介します〜〜

　４月より保健福祉課でお世話にな
ることになりました。以前高齢者施
設等で勤務をしており、現場での経
験を生かし、地域の皆さんが生きが
いを持って生活していただけるよ
う、仕事に取り組んでいきたいと思
いますので、よろしくお願いします。

（北檜山区）

  平田慎太郎（ひらた　しんたろう）
  保健福祉課福祉係（障害者支援担当）

　4月より大成総合支所に勤務して
おります清水です。社会人として1
年目の未熟者ですが、町民のみなさ
んのお役にたてるよう精一杯頑張り
たいと思いますので、どうぞよろし
くお願いします。

（大成区）

  清水伸太郎（しみず　しんたろう）

  大成総合支所地域町民課戸籍年金係

　今年度よりせたな町役場で働かせ
ていただきます松林功と申します。
１日でも早く、皆さんに顔を覚えて
もらえるよう町のイベントに参加し
たいと思います。町民のお役に立て
るよう一生懸命努力したいと考えて
おります。よろしくお願いします。

（北檜山区）

  松林　　功（まつばやし　いさお）
  総務課総務課係

　４月から国保病院に勤務させてい
ただいています。看護師としての経
験は５年とまだまだですが今後は自
身の看護師としての向上と地域医療
のために、努力し頑張っていきたい
と思いますのでよろしくお願いしま
す。

（北檜山区）

  丸谷　浩之（まるや　ひろゆき）

 せたな町立国保病院看護師

今年ご覧のフレッシュ　今年ご覧のフレッシュなな
５人が新採用になりました５人が新採用になりました。。
町民の皆さんこれからよ　町民の皆さんこれからよろろ

しくお願いいたします!しくお願いいたします!!!

　今年度から新しく採用されまし
た。町民の皆さまに貢献できるよ
う頑張っていきたいと思っていま
す。農作物や海産物に恵まれた場
所ですので、休日はいろいろと食べ
歩きをしてみようと楽しみにして
います。

（北檜山区）

  大口　和貴（おおぐち　かずき）

 建設水道課管理係

処理内容
請求件数実施機関

合計不存在非開示一部開示開示
2１−−12情報公開

町長
−−−−−−個人保護
−−−−−−情報公開

教育委員会
−−−−−−個人保護
−−−−−−情報公開選挙管理

委員会 −−−−−−個人保護
−−−−−−情報公開

監査委員
−−−−−−個人保護
−−−−−−情報公開

農業委員会
−−−−−−個人保護
−−−−−−情報公開

公平委員会
−−−−−−個人保護
−−−−−−情報公開固定資産評価

審査委員会 −−−−−−個人保護
−−−−−−情報公開

議会
−−−−−−個人保護
２１−−１２情報公開

合計
−−−−−−個人保護

　町は、情報公開条例と個人情報保護条例を施行
し、開かれた町政の推進と個人情報の保護を図るこ
とにより、町民の基本的人権の擁護に努めていま
す。平成２２年度の運用状況について公表します。

●情報公開制度とは？
　町と町民の皆さんの共有
の財産である町有情報を公
開することにより、町と町
民の皆さんとの信頼関係を
深め、町政への町民参加に
より、開かれた町政を実現
しようとするものです。
●個人情報保護制度とは？
　町が持っている町民の皆
さんの個人情報を適切に管
理し、開示、訂正等の権利を
保障し、個人情報を保護す
ることにより、町民の皆さ
んに信頼される町政を実現
しようとする制度です。

■情報公開・個人情報開示請求の処理内容

平成22年度情報公開制度
個人情報保護制度の運用状況

■問い合わせ先
　総務課総務係 
 [担当／佐藤]

　殺0137-84-5111
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(有料広告)

◆電子証明書取扱窓口が本庁のみとなります◆
e-Taxなどの公的な手続きを自宅のパソコンでできるようにするための公的個人認証

サービス（電子証明書）については、これまで本庁及び各総合支所で取扱っていましたが、

５月１日から本庁のみの取扱となります。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

                                                      【問合せ】役場町民児童課戸籍年金係　0137‐84‐5111

国民健康保険一部負担金減免制度のお知ら国民健康保険一部負担金減免制度のお知らせせ

   せたな町国民健康保険では、失業、休廃業、自然災害などにより収入が著しく減少し、資産などの

活用を図ったにもかかわらず保険医療機関（医科・歯科）及び保険薬局に支払う一部負担金を支払う

ことが一時的に困難なときに、その支払いを減免（減額、免除または徴収猶予）することができると

しておりますが、この度、生活困難な場合の基準を設けましたのでお知らせします。

○生活困難な場合の認定の基準

　申請された方の世帯の過去３か月の平均実収月額と生活保護基準生活費とを比較して行い、一部負

担金の全額免除や20％、40％、60％の減額と生活困難状況に応じて適用します。

○減免等の期間

　減額、免除または徴収猶予が決定された日から原則３か月以内となります。

　ただし、引き続き減免等の理由が存在すると認められるときは、申請により、さらに３か月以内を限

度として行うことができます。

○申請に必要なもの

　給与証明書、年金振込通知書や世帯全員の所得、収入等を証する書類など

※国民健康保険税に滞納があるとき、売却可能な相当額の資産を有するとき、虚偽の申請をしたとき
や事実確認ができない場合は対象になりません。
　　　　　　　【問い合わせ先】

　　　　　　　　役場本庁町民児童課国保医療係　　　　　　0137−84−5111

　　　　　　　　瀬棚総合支所地域町民課国保高齢者医療係　0137−87−3311

　　　　　　　　大成総合支所地域町民課国保高齢者医療係　01398−4−5511

(有料広告)


